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【追加情報】 

【2018年10月30日】 

 

給与計算実務能力検定試験１級 公式テキストの訂正について 

 

 

平成30年9月28日に、国税庁より「平成30年分 年末調整のしかた」が公表されました。 

これに伴い、給与計算実務能力検定試験1級公式テキストp.119に掲載の「公的年金等控除額」表及びp.239に掲載

の平成29年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表が以下の通り変更と

なります。 

お手数ですが、お手元の資料の訂正をお願いいたします。 

 

p.119に掲載の「公的年金等控除額」表を次の表に訂正してください。 

 

 
 

平成30年分 年末調整のしかた 

公的年金等に係る雑所得 

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/pdf/18-23.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/pdf/18-23.pdf
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p.239に掲載の「平成29年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」を次

の表に訂正してください。 

 

 

 

平成30年分  年末調整のしかた 

平成30年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表 

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/pdf/112.pdf 

 

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/pdf/112.pdf
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【訂正情報】 

◎本書の記述において下記のような誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。 

【2018年 11月 22日現在】 

刷 頁 訂正箇所 訂正前 訂正後 

↓ 本文 

1 p21 枠内 

マイナンバー(個人番号)が記載された

書類が会社に送られてくる！ 

文末 

※以下の文章を追加 

（※）上記の特別徴収税額の決定・変更通知書（特別徴収義務

者用）について、法律上はマイナンバーを記載することになっ

ています。しかし、平成30年から当分の間は、基本的にはマイ

ナンバーを記載しないこととされました。なお、電子情報処理

組織（エルタックス）を使用する方法等による場合には、引き

続きマイナンバーが記載されます。 

1～2 p65 （５） 6行目～ ※以下のとおり差し替え 

･（122,400円 + 114,750円 + 84,150円）÷ 3 ＝ 107,100円 

＜決定される標準報酬月額＞ 

○健康保険：110,000円    ○厚生年金保険：110,000円 

1～3 p124 配偶者控除等申告書の記入例 

あなたの本年中の合計所得金額の 

見積額 

4,677,000 4,682,400 

1～3 p124 配偶者控除等申告書の記入例 

あなたの合計所得金額（見積額） 

給与所得  所得金額 

4,677,000 4,682,400 

1～3 p124 配偶者控除等申告書の記入例 

あなたの合計所得金額（見積額） 

(1)～(7)の合計額 

4,677,000 4,682,400 

1～2 p125 配偶者控除額および配偶者特別控除額

の一覧表 

配偶者控除の欄 

老人控除 

対象配偶者 

老人控除 

対象配偶者（※） 

1～2 p125 一覧表の下 ※以下の文章を追加 

（※）年齢 70歳以上（昭和24年1月1日以前生まれ）の人を

いいます。 

 

 


